
登録費 システム利用料 合計 増減

2,300 0

300 4,800 +1000

審判限定会員
県内在住、勤務、通学、または主たる活動
地とするJTU公認審判員資格保持者で、審判

2,000 300

団体一般会員（継続）
あらかじめ指定された団体に所属する一般
会員　＊はじめに代表者が登録して、その

4,500

+100

団体一般会員（新規）
あらかじめ指定された団体に所属する一般
会員　＊はじめに代表者が登録して、その

6,500 300 6,800 +1000

1,400 +100

小学生会員
県下に在住、通学、または主たる活動地と
する2024年4月現在の小学生

600 300 900

300 2,200 +400

中学生会員
県下に在住、通学、または主たる活動地と
する2024年4月現在の中学生

1,100 300

高校生会員
県下に在住、通学、または主たる活動地と
する2024年4月現在の高校生

1,900

+1000

一般会員（継続）
県下に在住、勤務、通学、または主たる活
動地とする満15歳以上のトライアスロン愛

5,000 300 5,300 +1000

2025年度　JTU会員登録費について

一般会員（新規）
県下に在住、勤務、通学、または主たる活
動地とする満15歳以上のトライアスロン愛

7,000 300 7,300


